
労働相談女性のための
無 料 秘密厳守

かながわ労働センターの女性相談員、女性弁護士がお応えします！

パートには有休は
ないと言われた

育児休業を取ったら、
元の業務に戻れるか不安

マザーズハローワーク横浜：

横浜市西区北幸1-11-15 横浜ST ビル16階

毎月 第１･３金曜日
※第2・5金曜日はかながわ労働セン
ターでご相談を受け付けます

かながわ労働センターの

女性相談員による相談

毎月 第４金曜日

女性弁護士による相談

面接相談•電話相談 (祝・休日、年末年始を除く)

９:０0～12:00、13:00～17:00
相談終了時刻の３０分前までにお電話、

またはご来所下さるようお願いします。

電話 ０４５（３２０）０３３５（直通）

要予約•面接相談のみ

①13:10～13:50 ②14:10～14:50 ③15:10～15:50

※事前に職員が相談をお受けしますので、下記番号にお問い合わせください。

予約・ 問合せ先 かながわ労働センター 本所

電話 ０４５（６６２）６１１０（直通）

マザーズハローワーク相模原：

相模原市南区相模大野3-11-7 相模大野B&Vビル6階

偶数月 第3木曜日

要予約•面接相談のみ

①13:10～13:50 ②14:10～14:50
③15:10～15:50
※事前に職員が相談をお受けしますので、

下記番号にお問い合わせください。

予約• 問合せ先 かながわ労働センター 県央支所

電話 ０４６（２９６）７３１１（直通）

女性弁護士による相談

※一般労働相談においても、女性のための労働相談として、女性相談員を指名
できます。

かながわ労働センター（本所）：

横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ2階

奇数月 第２火曜日

女性弁護士による相談
要予約•面接相談のみ

①13:10～13:50 ②14:10～14:50 

③15:10～15:50

※事前に職員が相談をお受けしますので、下記番号にお問い合わせください。

予約・ 問合せ先 かながわ労働センター 本所

電話 ０４５（６６２）６１１０（直通）



子育て中の方が、お子様連れでも安心して仕事探しができるように、

ベビーカーでも入れるレイアウトにしたハローワークです。

キッズコーナーや授乳スペースもあるので、安心して求人閲覧や職業相談ができるほか、

担当者制の就職支援サービスや就職活動に役立つ各種セミナーも開催しています。

※労働相談中にはキッズコーナーへの託児はできません

マザーズハローワーク横浜の「女性のための労働相談」は、神奈川県と国（神奈川労働局）が一体的に実施しています。

相談日時
ご相談は、お近くのかながわ労働センター相談窓口へ

平日 9:00～12:00、13:00～17:00
相談終了時刻の３０分前までに､お電話 または ご来所下さるようお願いします。

県では、県内４か所の｢かながわ労働センター･各支所｣で、労働相談をお受けしています。
※一般労働相談（本所）においても、第２・５金曜日は女性のための労働相談として、女性相談員を指名できます。

かながわ労働センター・各支所

マザーズハローワークとは・・・

無料

秘密

厳守

ひとりで悩まず、労働相談はこちらにどうぞ

令和８年４月


